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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第２区分
【発行日】平成29年6月22日(2017.6.22)

【公開番号】特開2015-222299(P2015-222299A)
【公開日】平成27年12月10日(2015.12.10)
【年通号数】公開・登録公報2015-077
【出願番号】特願2014-106034(P2014-106034)
【国際特許分類】
   Ｇ０３Ｂ  21/14     (2006.01)
   Ｇ０３Ｂ  21/00     (2006.01)
   Ｈ０４Ｎ   9/31     (2006.01)
   Ｆ２１Ｓ   2/00     (2016.01)
   Ｆ２１Ｙ 115/10     (2016.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０３Ｂ   21/14     　　　Ａ
   Ｇ０３Ｂ   21/00     　　　Ｄ
   Ｈ０４Ｎ    9/31     　　　Ｃ
   Ｆ２１Ｓ    2/00     ３４０　
   Ｆ２１Ｙ  101:02     　　　　

【手続補正書】
【提出日】平成29年5月15日(2017.5.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　励起光源と、
　前記励起光源の励起光が照射される蛍光体層が設けられた蛍光板と、
　拡散度が異なる拡散領域が複数設けられた拡散板と、
　前記拡散板を駆動し、前記拡散領域を切り替える拡散板制御部と、
　を有し、
　前記拡散板は、前記励起光が前記蛍光板に入射される入射光路上に設けられることを特
徴とする光源装置。
【請求項２】
　前記蛍光板は蛍光ホイールであり、前記拡散板は拡散ホイールであることを特徴とする
請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
　前記蛍光板を有する蛍光板装置と、前記拡散板を有する拡散板装置と、を有し、
　前記蛍光板装置の前記蛍光板は、前記励起光源からの前記励起光を透過又は拡散透過さ
せる領域を備えることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の光源装置。
【請求項４】
　前記励起光源は、前記励起光の出射光量が異なる複数の励起光出射モードを有し、
　前記拡散板制御部により前記励起光出射モードに対応して、前記拡散板が回転制御され
ることを特徴とする請求項１乃至請求項３の何れか記載の光源装置。
【請求項５】
　前記励起光源の前記励起光の出射光量は、駆動電流に応じて調節可能に形成され、
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　前記拡散板制御部は、前記励起光源の駆動電流が小さい前記励起光出射モードにおける
拡散度よりも、駆動電流が大きい前記励起光出射モードにおける拡散度の方が大きくなる
ように前記拡散板を回転制御することを特徴とする請求項４に記載の光源装置。
【請求項６】
　前記拡散板は、前記励起光が前記蛍光板に入射される入射光路に設けられるとともに、
前記蛍光板からの出射光である蛍光光の光路上に設けられることを特徴とする請求項１乃
至請求項５の何れか記載の光源装置。
【請求項７】
　拡散度が異なる拡散領域が複数設けられる他の拡散板を有する他の拡散板装置がさらに
備えられ、
　前記他の拡散板装置は、前記励起光が前記蛍光板を透過又は拡散透過された光路上に設
けられることを特徴とする請求項３乃至請求項６の何れか記載の光源装置。
【請求項８】
　青色波長帯域光を出射する半導体発光素子により形成される前記励起光源と、緑色波長
帯域光の蛍光光を出射可能に形成される前記蛍光板と、前記拡散板と、を有する請求項１
乃至請求項７の何れか記載の前記光源装置であって、
　前記光源装置は、更に、赤色波長帯域光を出射する半導体発光素子より形成される赤色
光源装置と、各色波長帯域光を導光して各色波長帯域光を出射する導光光学系と、を有し
、
　前記光源装置からの光源光が照射され、画像光を形成する表示素子と、
　前記表示素子から出射された前記画像光をスクリーンに投影する投影側光学系と、
　前記表示素子と、前記光源装置を制御する投影装置制御手段と、
　を有することを特徴とする投影装置。
 
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
  ここで、励起光源は半導体発光素子により構成され、このような励起光源からの励起光
が蛍光板装置の蛍光体層に照射される。よって、この励起光の照射による蛍光体層の焼き
付きを防止し、及び、この励起光の照射により蛍光体の温度が上昇し、蛍光体の発光効率
が低下する温度消光を防止するため、励起光は、固定拡散板を介して蛍光体層に照射され
ることもある。前述の多数の投影モードに対応して励起光源の駆動電流が調節され、励起
光の出射光量が調節される投影装置においては、この固定拡散板の拡散度は、励起光が一
番明るい（すなわち出射光量が一番多い）投影モードに対応させて設定されている。しか
しながら、励起光が暗い（すなわち出射光量が少ない）投影モードである場合には、この
暗い励起光を、一番明るい励起光に対応させた固定拡散板に透過させると、この暗い励起
光に対しては拡散度が大きすぎるため、必要以上に励起光が拡散されてしまい、この励起
光の利用効率が低下する。
 
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
  よって、本発明では、多数の投影モードに対応して励起光の明るさが調節された場合に
おいても、励起光の利用効率を低下させずに、適切な拡散度で励起光を拡散透過させるこ
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とができる光源装置及びこの光源装置を備えた投影装置を提供することを目的とする。
 
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００９】
　本発明の光源装置は、励起光源と、前記励起光源の励起光が照射される蛍光体層が設け
られた蛍光板と、拡散度が異なる拡散領域が複数設けられた拡散板と、前記拡散板を駆動
し、前記拡散領域を切り替える拡散板制御部と、を有し、前記拡散板は、前記励起光が前
記蛍光板に入射される入射光路上に設けられることを特徴とする。
 
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１１】
  本発明によれば、種々の投影モードにより励起光の明るさ、すなわち出射光量が調節さ
れる場合でも、励起光の利用効率を低下させることなく、適切な拡散度の拡散板により励
起光を拡散透過させることができる。
 
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００３４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００３４】
  励起光照射装置７０の集光レンズ７８の正面パネル１２側であって、励起光が蛍光ホイ
ール等の蛍光板１０１に入射する入射光路上には、拡散板装置４００が配置されている。
拡散板装置４００には、正面パネル１２と平行となるように、つまり、励起光照射装置７
０からの出射光の光軸と直交するように配置された拡散ホイール等の拡散板４０１と、こ
の拡散板４０１を回転させるステッピングモータ４１０とが設けられている。拡散板４０
１には、後述するように、拡散度（以下「拡散角度」という）が異なる複数の拡散領域が
設けられている。励起光照射装置７０からの励起光は、背面パネル１３側から拡散板４０
１の拡散板に入射して拡散透過され、正面パネル１２側に出射される。
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